
平成21年度の達成状況は、老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基礎・遺族  

厚生年金について、加入状況の再確謬を要する場合は60％後半～80％  

半ばとなっていますが、加入状況の再確認を要しない場合は30％前半～  

40％後半と低い達成率となっています。また、障害基礎年金は80％以  

上となっていますが、障害厚生年金は10％と極めて低い達成率にとどまっ  

ています。   

サービススタンダード達成率が低調な原因としては、年金記録問題への  

対応を最優先したことによる影響、設立当初の混乱、受給者の増加等が考  

えられますが、地域の実情に応じて事務センター等の処理体制の見直しを  

行うなど、達成率の改善に向けた取組を進めています。特に、障害厚生年  

金について、審査体制強化を進めています。  

（ェ）年金相談の充実  

年金相談の充実については、①年金事務所において、昼休み時間帯にお   

ける年金相談を実施するとともに、毎週月曜日の窓口開所時間の延長（1   

自席まで）及び第2土曜日における年金相談を実施②コールセンターにお   

いて、 「厚生年金加入記録のお知らせ」の実施による相談の増加に対応す   

るため、平成22年2月1日から、専用ダイヤルを600席から800席   

へ200席増席③窓口の浪雑状況のホームページでの提供、混雑時の待ち   

時間の目安の表示、予約制の導入（312年金事務所中186事務所（平   

成22年3月末現在））などの実施に取り組みました。  

これらの取組の結果、年金事務所窓口（312か所）における年金相談   

については、平均待ち時間（13時現在）の状況は平成22年3月現在、   

30分以上1時間未満が108事務所、1時間以上が45事務所と、依然と   

してお客様を長時間お待たせしている状況にありますが、待ち時間が1時   

面以上となっている事務所数は、1月以降、徐々に減少してきています。  

コールセンターの応答率（総坪数に対する応答呼数の割合）は、「ねん   

きんダイヤル」45．8％、「ねんきん定期便専用ダイヤル」が94．6％   

となっています。  

（3）お客様の声を反映させる取組  

機構は、「わかりやすい言葉で丁寧に説明する」、「お待たせ時間の短   

縮に努める」、「お知らせ文書や届出・申請書類は、できるだけわかりや   

すく、読みやすくする」、「迅速な対応により、正しく確実に、できるだ   

け早く年金をお届けする」といった具体的な目標を掲げた「お客様へのお   

約束10か条（以下「お約束10か条」という。）」を策定しました。  
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機構では、お約束10‘か粂を実現させるとともに、お客様にとって、身  

近で信頼される組織を目指し、お客様の立場に立ったサービスを提供する  

ため、①お客様に年金制度に関する専門用語などをできる限りわかりやす  

くご説明する際の参考資料として、「わかりやすい言葉置き換え例集」を  

作成し、年金相談などにおいて、その活用に努める②お客様向けのお知ら  

せ文書や届 出・申請書類を、できるだけわかりやすく、読みやすいもの  

とするため、機構内に「文書審査チーム」を立ち上げ、新たにお客様向け  

にお送りする文書を中心に、順次、審査・改善を行うとともに、高齢者、  

主婦、学生など一般の方から文書を受け取る立場でのご意見を伺うモニタ  

ーを公募・委嘱し、「お客様向け文書モニター会議」を設置する③お客様  

の声を収集する仕組みとして、各年金事務所等に「ご意見箱」を設置、年  

金事務所窓口など現場で受け付けたお客様の声を現場から直接本部に報告  

する仕組みの制定、機構ホームページに「理事長へのメール・理事長への  

手紙コーナー」を設ける、など幅広くお客様の声の集約・分析などに取り  

組みました。   

平成22年1月から3月末時点で受け付けたこれらの「お客様の声」の  

件数は3，792件となっています。これらのご意見を踏まえ、年金額の  

再計算の迅速化や待ち時間の短縮化に努めるなど、できるものから順次改  

善に取り組みました。  
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平成21事業年度決算報告書  

（単位：円）  

区 別   予算夜   決算額   差 額   備 考   

収入  

運営費交付金  74，8略233．000  0  

運営糞交付金  43．072．557，000  0  

事業運営費交付金  31，73乙676．000  0  

その他の収入  113－2ヰ2，000  77．320，919  △35．921．081  

計  74，918，475．000   △35，921．081   

支出  

業務経費  52，984，519．000  

保険事業経費  15．510．992，000  
滅等による。  

オンラインシステム毯黄  ヰ．060．812，000  △1111305，367  
とによる。  

年金相談等経費  12．160．釘2，000  
て平成21年†2月以前に既に執行  

されたことに伴う業務量の見直し  

や入札の実施による調達コストの  

低減等による。  

年金記録問題対策経費  
知らせの平成2】年度送付数の減  
やオンライン記録と照合帳の記録  
との突合せ事業の翌年度事業開始  
等に伴う業務量の見直しによる。  

一般管理費  21，933．956，000  
よる。   

計  74．918．475．000   

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、◆以下のとおりであります。   

（1）′損益計算書の業務経費の「職員人件費」は、決算報告書上はト般管理費」に含まれております。   

（2）損益計算書の「施設使用料収入」及び「雑益」の一部く60ヰ．970円）は、決算報告書上は「その他の  

収入」に含まれております。  
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監 査 報 告 書  

日本年金機構  

理事長 紀陸 孝 鮫  

弘たち監事は、日本年金機構法第12条第4項の規定に基づき、日本年金  
耕構（以下「絨構」）の平成22年1月一日から平成22年3月31日まで  
の事業年度の財務の状況及び業務の状況について監査を行いました。その方  
法及び結果について、以下のとおり報告いたします。   

1．．監査の方法の概要   
梯樽の監査にあたり、私たち監事が定めた監査方針及び監査計画等に従   

い、役員及び滑員（以下「役凋員」）、監査部並びに会計監査人と意思疎通   
を図り．、理事会その他重要な会議への出席、役職員に対するヒアリング、   
喜要な交替の閲覧、雷要な財産の取得、処分及び管理の状況についての絢   
査、法令、親程等違反行為の有無、≡要な業務上の事故等に関する報告聴   
取を行い、検討を加えました。   

まだ、決算担当部壱等から財務緒表（貸低対照表、損益計算書、利益の   
処分に関する書類、附属明細書、キャッシュ・フ｛ト一計算垂、行政サービ   
ス実施コスト計算書）及び決算相告書にフいて報告勝取を行い、検討を加   
えました。  

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を喪施し   
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその瑚務の執行状   
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査  
人から瑚務の遂行を適正に行うための監査体制についてr  
質管理基準」（平成17年10月28日企漠会計審議会）  

た
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 2．監査の結果   

（イ）業務の状況  

役員の職務遂行に係る不正の行為又は法令等に違反する重大な事  

実は、認められません。  

（2）財務の状況  

イ 財務諸表（利益の処分に関する暑類を除く。）は、横梼の財産の  
状況、損益の状況、キャッシュ・フローの状況、行政サービス実施  
コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも  

のと認めます。  

口 利益の処分に関する書類は、法令に適合しているものと認めます。  

ハ 決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正し＜示してい  
るものと認めます。  

二 会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び  

結果は相当であると認めます。  

平成22年6月2イ臼  

監事ノ｝軋凍丹野  

≡事7紅塵動え◎   



独立監査人の監査報告書  

平成22年6月14日 

日  本  年  金  機  構   

理 事 長 親  睦  孝  殿  

有限責任監査法人ト ー マ ツ  

指定有尿素任社長  

業滴執行社長   
公終会計士  

指定有膜質任社月  

兼務執行社員   

当監査法人は、ロー本年金機構法粛42粂弟1項の頒定に基づき、日本年金機構の平成22年  

1月1日から平成22年3月31日までの第1期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照  
表、損益計算啓、キャッシュ・フロー計算事、行政サ⊥ビス英鱒コスト計算書、利益の処分に  

関する善類及び附属明細書並びに事果報告暮（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に  
つりて琴査を待った。なお、事罪報告書について監査の対象とした会計に関する部分は、事業  

額昏審に記載されている事項のうち会計軽薄の記銀に基づく常戦勲分である。この財許諾糞、  
事弟報告春及び決算報告書く以下r財務譜表等」という。）の作成責任は理事長にあり、当監  
査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある．   

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と霞められる監査の基準に準拠して監査を  

行った。これらの監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重賓な虚偽の表示がないかどうか  

の合理的な保証を褐ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事長が採用し  

た会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見嶺りの評価も含め金棒としての  

財務諸表等の衷示を検討することを含んでいる。当監査猿人は、監査の結果として意見表明の  

ための合理的な基礎を肇たと判断している。  ，  

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。  

（1〉 財務諸表（利益の処分に関する曹類を除く。）が、日本年金機構法、8本年金機構の財務   
及び会計に関する省令、独立行政法人会計基準及び我が国に掛、て一般に公正妥当と認めら   

れる会計の基準に準拠して、日本年金機構の財政状儲、運営状況、キヤツシ。し・フロー の状   

況及び行政サービス実施コストの状況をすべての望要な点において適正に表示しているもの   

と認める。  

（功 利益の処分に関する香奈は、法令に適合しているものと認める。  

（3）事業報告専（会計に関する部分に伐る。）は、日本年金機構の業務運営の状況を正しく示   

しているものと誅める。  

囲 準算報告普甲決算額は、理事長による予算の区分に従って正しく計上されているものと欝   

める。  

日本年金機構と当監査法人又は票務執行社員との間には、公常会計士法の規定により記載す  

べき判事関係はない。  

以 上  
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